
令和８年度（当初・年度途中）保育所(園) 入所(園)申し込みについて 

1.認可保育所（園）の申込について 

令和８年4月1日から認可保育所（園）の入所を希望する児童の申込受付を下記により行います。 

2月中に保育の必要性の認定、3月中に入所決定を予定しています。 

令和８年度の年度途中からのご利用を考えられている方も申込を受け付けております。 

（１）保育を必要とする事由  

①就労 ②妊娠、出産 ③保護者の疾病、障害 

④同居又は長期入院している親族の介護・看護 ⑤災害復旧 ⑥求職活動 ⑦就学 

 ⑧育児休業取得中に、既に利用している子どもがいて継続利用が必要であること 

 ⑨その他、上記に類する状態として町長が認める場合 

（２）保育の必要量  保育認定を行うと同時に保育の必要量の設定を行います。 

【保育標準時間と保育短時間の利用時間のイメージ】 

7：００                    保育標準時間          １８：００   １８：３０ 

利用可能な保育時間（11時間） 延長保育 

7：００   ８：３０             保育短時間    １６：３０            1８：３０ 

延長保育 利用可能な保育時間（8時間） 延長保育 

 

〈認可保育所の概要〉 

※日祭日はお休みです。春季，冬季にお休みがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育標準時間 ・両親のいずれもがフルタイムで就労する場合又はそれに近い場合 

(11時間保育） ・父親が就労し、母親が妊娠・出産することにより、子どもを保育することができない場合 

 ・ひとり親世帯で、保護者がフルタイムで就労する場合又はそれに近い場合・・・など 

保育短時間 

(8時間保育） 

・両親の両方またはいずれかがパートタイム（48～120時間／月）で就労する場合又はそれ

に近い場合 

 ・両親の一人が就労しているが、一人が求職活動をすることにより、子どもを保育すること

ができない場合 

 ・育児休業中の場合 

 ・ひとり親世帯で、保護者がパートタイム（48～120時間／月）で就労する場合又はそれに

近い場合・・・など 

健児こども園(浦) （定員115名） 開所時間 7：00～18：30 電話62－2363 

赤徳保育所(赤尾木) （定員60名） 開所時間 7：30～18：00 電話62－3559 

大勝保育所(大勝) （定員60名） 開所時間 7：30～18：00    電話62－2133 

サンサン保育園(大勝) （定員12名）※0･1･2歳児のみ 開所時間 7：00～19：00    電話62－5592 

あすぱら保育園(玉里) （定員12名）※0･1･2歳児のみ 開所時間 7：00～19：00    電話58－8446 

提出書類 １.支給認定申請書兼入所申込書（入所希望児童１人につき１通提出してください） 

２.就労証明書（両親の勤務先にて証明を受け提出してください）          

３.その他の証明（就労以外の理由で入所を希望される方は、係へご相談ください） 

４.同意書・誓約書 

＊１～４の必要書類をそろえた上でご提出ください。 

受付期間 令和７年12月１日（月）～令和８年１月15日（木）まで 

受付場所 龍郷町役場子ども子育て応援課 児童福祉係（様式は龍郷町公式ホームページにも掲載しています。） 



2.へき地保育所の申込について 

へき地保育所は認可保育所(園)のような基準は適用しませんが、年齢要件として令和８年3月31日

において３歳に到達している児童のみ入所を許可します。 

また令和７年度から龍瀬保育所では給食の提供を行っています。 

秋名保育所も休所中ではございますが申込することはできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

★各保育所(園)の位置★ 

認定こども園（幼保連携型） 

①健児こども園(浦)  

認可保育所 

②大勝保育所(大勝) 
    ③赤徳保育所(赤尾木)  

小規模保育事業所 

    ④サンサン保育園(大勝) 

    ⑤あすぱら保育園(玉里) 

へき地保育所 

    ⑥龍瀬保育所(瀬留)  

    ⑦秋名保育所（秋名） 
 

 

龍瀬保育所 (瀬留) 
３歳～5歳 

（定員15名） 開所時間 

平 日 8：30～17：00 

土曜日 8：30～12：00 

電話 62-2030 

秋名保育所 (秋名) 

休所中 

３歳～5歳 

（定員３５名） 

役場子ども子育て応

援課まで 

保育内容等の詳細につきましては、各保育所(園)へ 

認可保育所・へき地保育所の入所関係は 役場子ども子育て応援課（児童福祉係） 

電話：６９－４５５５（直通）・６２-３１１１（内線2312）へお問合せください。 

役場→ 

提出書類 １.支給認定申請書兼入所申込書（入所希望児童１人につき１通提出してください） 

※入所が決定した場合は、健康診断書（写し）を提出していただきます。 

受付期間 令和７年12月１日（月）～令和８年１月15日（木）まで 

受付場所 龍郷町役場子ども子育て応援課 児童福祉係（様式は龍郷町公式ホームページにも掲載しています。） 
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